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 2025年 1月 28日 

各 位 

会 社 名  株式会社淀川製鋼所 

代表者名  代表取締役社長 二田 哲 

（コード：５４５１、東証プライム市場） 

問合せ先  ＩＲ室長    出口 尊之 

（TEL．０６－６２４５－１１１３） 

 

 

商号の変更および定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、2025年1月28日開催の取締役会において、2025年6月開催予定の第126期定時株主総

会で定款の一部変更が承認されることを条件に、下記のとおり商号を変更することを決議い

たしましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．商号の変更について 

（１）変更の理由 

当社は、鋼板事業を主体として、建材・エクステリア・ロール・グレーチングなど多岐

にわたる事業を展開し、人々の暮らしや社会を支える製品を提供してまいりました。 

本年1月30日には創立90周年を迎え、創立100周年、さらにその先の未来に向けた羅針

盤となるよう新しい企業理念「咲かせよう。ひと、まち、みらい。」を制定します。 

これに併せ、既存領域にとらわれず新たな可能性に挑戦していく決意を示すとともに、

企業ブランド価値の更なる向上を目的として、長年愛称として親しまれてきた『ヨドコ

ウ』を新商号とし、現行定款第１条（商号）の変更を行います。 

当社は『株式会社ヨドコウ』として、これまで培ってきた技術力と発想力を活かし、

「人々の想いをカタチにする」企業を目指します。これからも暮らしや社会に寄り添う

ことを大切にし、未来に向けた挑戦を続け、持続可能な社会の実現に貢献してまいりま

す。 

 

（２）新商号および現商号 

現商号 新商号 

株式会社淀川製鋼所 

（英語表記：Yodogawa Steel Works, Ltd.） 

株式会社ヨドコウ 

（英語表記：YODOKO, Ltd.） 

 

 

（３）変更予定日 

2025年10月1日 
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２．定款の一部変更  

（１）変更の理由 

上記の「１．商号の変更について」に記載のとおり商号を変更するため、現行定款第

１条を変更いたします。 

 

 

（２）変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線部は変更箇所） 

 

（３）日程 

定款変更のための株主総会開催日  2025年6月24日（予定） 

定款変更の効力発生日       2025年6月24日（予定） 

（但し、商号変更の効力発生予定日は2025年10月1日とする。） 

 

 

 

以上 

 

 

現行定款 変更案 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社淀川製鋼所と称

し、英文では、Yodogawa Steel Works, 

Ltd.と表示する。 

 

 

（新設） 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社ヨドコウと称し、

英文では、YODOKO, Ltd.と表示する。 

 

 

 

（附則） 

１ 第１条（商号）の変更は、2025年10月1日を

もって効力を生じるものとする。 

２ 本附則は、第１条（商号）の変更の効力発

生経過後これを削除する。 

 




